セーフティネット保証第５号認定（イ）について
【認定に際しての必要なデータ】
①申請者が政府指定業種に属する事業を行う中小企業者であること。
※指定業種一覧については、中小企業庁のホームページをご確認ください。
②直近３か月の平均売上高等が前年同期に比べて５％以上減少していること。
（注１）売上高等とは、値引き・返品などを控除した純売上高のこと。

（注２）直近３か月とは、申請日の属する月の前の３か月分

（注３）前年同期とは、申請日の属する月の前の１年前の３か月分

（注４）ただし、事業者の事情により直近１か月前の書類提出が困難な場合は事前にお問い合わせください。
（注５）認定申請書によっては、業種別の売上高が必要となります。
【認定に際しての留意事項】

①行っている事業が政府指定業種に該当するかを事前にお問い合わせ下さい。

②申請窓口は、本店（個人事業主の場合は主たる事業所）所在地の市町村になります。

③金融機関等の方が受付にお越しの場合は、申請者の委任状が必要です（様式は自由）。
　※両者の押印が必要です。

④申請用紙は２枚必要です。（申請書に関しては申請時に窓口にて記入していただきますので、空欄のままお持ちください。）
⑤認定書は、原則として申請日の翌日発行です。（申請が金曜日の場合は翌開庁日発行。）
⑥本認定とは別に、金融機関および信用保証協会の金融上の審査があります。

⑦市長から認定を受けた後、本認定の有効期間内（認定書が発行された日から３０日以内）に信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込みが必要です。

（申請・問い合わせ先）　朝倉市商工観光課商工労働係　電話０９４６－２８－７８６２
〒８３８－８６０１　福岡県朝倉市甘木２３２番地１
中小企業信用保険法第２条第５項（セーフティネット保証制度）５号（イ）について
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（注意１）単一事業者とは、１つの細分類業種に属する事業のみを行っている中小企業者
（注意２）兼業者とは、２以上の細分類業種に属する事業を行っている中小企業者
（注意３）創業者とは、営業実績が４か月以上１年３か月未満の中小企業者

※申請については、日本標準産業分類の平成２５年１０月改訂版の細分類に基づく業種で申請していただきます。業種については統計局のホームページをご覧下さい。
【認定に際しての必要な書類等】

　①申請書及び添付書類(2部)…様式は市ホームページからダウンロード可能です。(実印の押印不要)
　※申請書はイ－①～イ－④の４パターンあります。詳しくは上の表をご覧下さい。
　②政府指定業種を証する書類

　　法人：商業登記事項証明書（申請日から３か月以内のもの、コピー可）。

　　個人：確定申告書の写し（直近のもの）等

　③売上高等がわかる根拠書類
　　・イ－①およびイ－②の場合

　　　今年度直近３か月分及び前年度同期３か月分の損益計算書若しくは試算表等(または売上高
　　　のわかる帳簿等）。直近一年間の損益計算書若しくは試算表等(または売上高のわかる帳簿等)。
　　・イ－③およびイ－④の場合
　　　直近４か月分の損益計算書若しくは試算表等（または売上高のわかる帳簿等）
　※提出する根拠書類は、保証協会等へ提出する書類との整合性が取れる必要があります。
　※イ－②、イ－④で申請する場合は業種ごとの売上高も必要となります。
　④委任状（代理申請の場合）…様式は自由。ただし、両者の押印が必要です。
